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関東地方における森林組合地区委員の機能と必要性に関する分析 
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要旨：本研究では，森林組合と組合員をつなぐ役割を持つ森林組合の地区委員に着目し，関東地方を対象にアンケー

ト結果の分析を行い，地域的特徴を明らかにした。その結果，地区委員は，全国の約４割，関東地方の約６割，群馬

県・栃木県の９割を超す組合に設置されており，関東地方の設置割合は全国と比べ高くなっていた。また，関東地方

の森林組合地区委員は，情報伝達に関連した活動が中心であり，廃止や再編事例が少なく，情報伝達の面で機能の評

価が高いことが特徴であった。一方，担い手の不在や組合員の森林への関心の薄れといった課題は全国平均と比べ多

く挙げられた。以上の情報伝達の必要性や組合員とのコミュニケーション面における課題の存在が，関東地方におい

て地区委員の設置率が高い要因の１つであると考察した。 
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Abstract: In this study, we focus on the district committee members of forest owner cooperatives. These individuals play a role in 

connecting forestry owner cooperatives and the members. We analyzed the results of questionnaires that targeted the Kanto region 

to clarify regional characteristics. Approximately 40% of all responding cooperatives, 60% of the Kanto region, and more than 

90% of the cooperatives in the Gunma and Tochigi prefectures had district committee members. The Kanto region’s percentage of 

cooperatives with district committee members was higher than the national average. Here, most of the activities performed by district 

committee member were related to information distribution, and there were few cases of abolition or reorganized compared to other 

regions in Japan. On the other hand, there were many issues such as the absence of bearers and declining interest to forests among 

forest owner cooperatives members. The communication problems with members and the need for communication are considered 

to be two of the reasons for the high rate of cooperatives with district committee members in the Kanto region. 
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Ⅰ はじめに 

森林組合が林地の団地化や施業集約化，および境界明

確化等の各事業を進める上で，集落や団地において森林

所有者への呼びかけ，所有者の合意形成を担う地域の協

力者の存在は非常に重要である（６）。森林組合地区委員

（以下，地区委員）は，そうした地域の協力主体の１つ

であり，森林組合と連携し組合事業を円滑に進めるため

に委嘱された組合員を指し，連絡員や参与員などのさま

ざまな呼称が存在する。鈴木（４）は，地区委員に期待

される２つの機能として伝達啓蒙・合意形成を指摘して

いる。 

これまで，地区委員について，森林経営計画の策定や

森林政策に関する情報伝達といったテーマの中でふれら

れていたものの（１，２），その全国的な動向の把握や地

域別の分析は，十分になされていない。その限られた研

究報告として，全国森林組合連合会（５）が実施した調

査報告書がある。そこでは，全国の森林組合へのアンケ

ート（2002 年に実施：配布 1,174 組合，回答 757 組合，

回収率 64.5%）により地区委員の設置状況や広報・資材

購入における役割は明らかにされているものの，活動内

容や機能の評価，今後の必要性および地域別の分析につ

いては十分になされていない。 

2002 年の調査以降，森林組合の広域合併が進展し組合

員との関係の希薄化が懸念される中で，林地の団地化・
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集約化が求められることから，地区委員の実態について，

全国の動向と地域性を併せて再度把握する必要があるた

め，2019 年 10 月にアンケート調査を実施した。 

本稿では，その結果のうち，近年，設置割合が高まっ

ており，全国的に見て設置率が最も高い関東地方におけ

る地区委員について，その活動内容と評価，抱える課題

を把握し，設置率が高い理由について考察を行った。 

  

Ⅱ アンケート調査の概要と地区委員の設置・廃止状況 

アンケートは全国のすべての森林組合（2019 年 10 月

発送時 615組合）を対象とし，回収数 458，回収率は 74.6％

であった。本稿の対象とする関東地方では，発送数 50 に

対して 35 組合の回答が得られ，回収率は 70.0％であっ

た。調査票の主な設問項目は，森林組合の概況，地区委

員の概況，組合員とのコミュニケーション方法，新たな

森林管理システムへの対応等である。 

表－１に示すように，回答した全国の 458 組合のうち

地区委員・地域組織が存在するのは 189 組合であり，設

置割合は 2002 年の 47.7％から 41.3%へと減少していた。

2002 年から 2019 年にかけて全国的に森林組合の合併が

進み，組合の数が減少し，地区委員の設置組合数・設置

割合も減少していた。その中で，すでに廃止したと回答

した組合は 38 組合あり，他地域では地区委員を廃止し

た事例も複数見られたが，関東地方に限ってはすでに廃

止したという回答は見られなかった。 

また，表－１から，地区委員は各地方間で設置状況に

差があることが分かる。設置が多い地方は東北・関東・

北陸・中国，逆に少ない地方は北海道・近畿・四国・九

州である。関東地方は，多くの地域で設置率が下がる中

で，2002 年 56.9％であった設置率が 77.1％に全国で唯一

上昇し，全国で最も高い設置率となっていた。首都圏大

都市を抱える関東地方における地区委員の果たしている

役割，必要性，設置が進んでいる理由・要因について，

明らかにする必要がある。 

関東地方を各県ごとにより詳しく見ると，栃木県（11

組合に送付，回答 10 組合中 10 組合に設置）と群馬県（15

組合に送付，回答 11 組合中 10 組合設置）では回答組合

の９割を超す設置率となっており，関東地方全体の 27 設

置組合数のうち 21 が栃木・群馬両県に位置している。両

県は関東地方の中でも，近年素材生産が活発な地域であ

ることから，事業地の確保や説明会の連絡等において，

地区委員が必要となっている可能性が考えられる。 

以上のように，アンケート調査結果から，関東地方と

くに栃木・群馬の両県において設置率が高くなっている

ことが明らかとなった。そこで，本報告では，地区委員

の設置が盛んである関東地方における地区委員の活動内

容と評価，および抱える課題を明らかにするとともに，

それらをもとに関東地方において設置率が高い理由につ

いて考察する。とくに，設置率が高い栃木県・群馬県を

採り上げ，設置率が高い背景と地区委員の必要性，抱え

る課題の関係について分析・考察する。 

 

Ⅲ 結果と考察 

１．地区委員の活動内容 

 はじめに，地区委員が行っている活動の内容について

見たものが，表－２である。ここから，地区委員はそれ

ぞれさまざまな活動を行っていることが分かる。全国的

に見ると「広報誌配布や情報伝達」の実施割合が 80％と

最も高く，次に「総代候補者の選出・改選時の世話」が

70％と高くなっている。林地の団地化・集約化の際に重

要となる座談会等の連絡は 41％，集落・団地内の意見調

整・取りまとめは 28％となっていた。 

関東地方について見ると，広報誌の配布や情報伝達，

座談会等の日程調整，組合員への連絡，および集落・団

地内の意見調整，取りまとめが全国に比べ高い割合とな

っていた。 

設置数が多く設置割合が高い栃木県・群馬県では，広

報誌の配布や情報伝達の面においては全国と同じもしく

は高い実施割合であるが，集落・団地内の意見調整・取

表－１. 地区委員の設置状況 

Table.1 Establishment of District Committee Members 

 

注：2002 年調査の結果については括弧内に示している。 

資料：地区委員・地域組織アンケート調査結果（2019年）, 

全国森林組合連合会（2002）より作成 

(2002) 2019

(2002) (1,174) (757) (361)

2019 615 458 189

(2002) (123) (72) (41)

2019 50 35 27

北海道 2019 79 59 15 (25.6%) 25.4%

東北 2019 88 64 33 (69.8%) 51.6%

東山 2019 40 32 18 (50.0%) 47.4%

東海 2019 49 38 12 (62.3%) 41.4%

北陸 2019 36 29 19 (59.6%) 59.4%

近畿 2019 85 66 16 (32.6%) 24.2%

中国 2019 55 46 23 (51.5%) 50.0%

四国 2019 52 38 10 (38.1%) 26.3%

九州 2019 76 50 16 (41.0%) 32.0%

関東

送付

組合数

回答

組合数

設置

組合数

(56.9%) 77.1%

地方

区分

設置率

(47.7%) 41.3%

調査年

全国
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りまとめの実施割合は全国平均よりも低く，情報伝達面

での機能が高いことが分かった。 

 

２．地区委員が果たしている機能への評価 

 次に，地区委員の果たしている役割・機能に対し，組

合がどのように評価しているのかについて見たのが図－

１である。機能として想定したのは，鈴木（４）が提起

した情報伝達機能と合意形成機能の２つである。 

その結果，関東地方では情報伝達機能において「非常

に役立っている」と「役立っている」を加えた好意的な

回答割合が高くなっていた。前述のとおり関東地方では

情報伝達に関わる活動が全国平均よりも実施割合が高く

なっていたことが理由として考えられる。 

合意形成機能について見ると，関東地方の平均および

栃木県では４割を占め，全国では約３割が役立っている

と回答した一方，全国・関東地方ともに「どちらとも言

えない」との回答割合が高まり，「役立っていない」との

回答も約２割見られた。群馬県では半数の組合が「どち

らとも言えない」と回答した。 

 

３．地区委員の今後の必要性 

さらに，地区委員の今後の必要性について，地区委員

を設置していない組合も含め尋ねた結果，全国と比べ関

東地方では地区委員の今後の必要性が高くなっていた。

情報伝達機能の面では，「役立つし今後も必要」「活用し

たいが難しい」を合わせると関東地方の７割近くが今後

活用したい意向を示していた。地区委員の設置が進んで

いる栃木県・群馬県の両県では「役立つし今後も必要」

との回答がそれぞれ全国や関東地方の平均よりも高くな

っている。一方で，「活用したいが難しい」との回答は，

栃木県・群馬県を含むそれぞれ約 2 割の組合から挙がっ

ており活用が難しい組合も存在している。 

一方，合意形成機能の面での今後の必要性を見ると，

全国では４割，関東地方では約６割の組合が活用したい

と回答した。ただし，合意形成機能においては「活用し

たいが難しい」との回答がその多くを占めている。とく

に，栃木・群馬の両県ではその回答割合が６割と全国や

関東地方の平均よりも高くなっていた。合意形成機能に

関しては，情報伝達に比べ負担や労力も要することから

その機能を果たすことが難しい状況にあると考えられる。 

 以上から，設置が進んでいる地方において，地区委員

の必要性や重要性は認識しつつも，とくに合意形成面で

の活用が難しい状況にあることが伺える。 

 

４．地区委員制度が抱える課題 

活用が難しい理由を明らかにするため，次に地区委員

制度が抱える課題を尋ねたところ，表－３に示すとおり，

表－２. 地区委員の活動内容 

Table.2 Activities of District Committee Members 
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図－１. 地区委員の役割への評価と今後の必要性 

Fig.1 Evaluation of the Role and Future Needs of District Committee Members. 

資料：地区委員・地域組織アンケート調査結果（2019 年）より作成。 

広報誌

配布や
情報伝達

総代候補者
の選出・

改選時の

世話

座談会等の
日程調整や

組合員への

連絡

生活物資や
資材等の

注文

取りまとめ

集落・団地
内の意見

調整

取りまとめ

全国(n=189) 80% 70% 41% 40% 28%

関東(n=27) 85% 70% 52% 26% 30%

栃木(n=10) 100% 80% 50% 20% 20%

群馬(n=10) 80% 50% 40% 20% 20%

資料：地区委員・地域組織アンケート調査結果（2019年）

より作成 
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「組合員の森林への関心の薄れ」や「地区委員の担い手

の不在」といった回答が９割程度あり，非常に高い割合

となっていた。関東地方では，「地区委員の担い手の不在」

が 96％，「組合員の森林への関心の薄れ」が 93％となっ

ており，全国平均よりも回答割合は高くなっていた。 

前述のとおり，関東地方では「すでに廃止した」とい

った回答は見られなかったが，設置組合の中では，「組

合員の減少」や「組合員の関心が薄れ経費に見合う活動

が望めない」といった理由から，廃止・再編を検討して

いる組合も存在する。 

   

Ⅳ まとめと今後の課題 

 本研究では森林組合へのアンケート調査結果から，関

東地方における森林組合地区委員の特徴と課題を明らか

にした。 

全国的には地区委員は，2002 年から設置組合数や設置

割合の減少が見られるが，関東地方では，この間設置率

が高まり全国で最も設置率が高い地域となっており，他

地域では見られた廃止事例も見られなかった。 

 また，関東地方では地区委員の活動が情報伝達を中心

としており，図－１に示すように情報伝達機能に対する

評価と今後の必要性が高いことが明らかとなった。 

その一方で，合意形成機能面では「活用したいが難し

い」と回答した割合が全国平均に比べ高く，担い手の不

在や組合員の森林への関心の薄れといった課題も非常に

高い割合で回答が得られた。これらは，森林組合が組合

員へ働きかけ，集落・団地内で意見を取りまとめる上で

共通する課題を示していると考えられる。そして，その

傾向はとくに設置率の高い栃木県や群馬県において顕著

であった。 

以上の課題を抱えながらも，今後の必要性が高いこと

は，地区委員の情報伝達を通じて，組合員との結びつき

を維持していこうとする意向があると読み取れる。それ

は，つまり，組合員の森林への関心の薄れや合意形成の

難しさという課題があるが故に地区委員が必要であり，

設置率や必要性の高さと課題の存在は表裏一体の関係に

あるとも言える。 

以上の結果から，本稿では情報伝達面での必要性の高

さと組合員をめぐっての関係性構築の難しさが関東地方

における地区委員設置割合の高さの要因の１つであると

考えられる。 

 本稿ではアンケート調査結果から分析を行ったが，必

要性や課題をめぐる各組合の社会環境や行政・県森林組

合連合会による働きかけなど外部要因については十分に

明らかにできなかった。 

したがって，今後は個別の森林組合への訪問調査によ

って，設置の経緯やプロセス，行政の働きかけの有無な

どについて詳細を明らかにする必要がある。また，全国

の事例においては，統廃合を行った事例や地区委員が積

極的に集落・団地内の取りまとめを担い，事業拡大を進

めている組合も存在する（３）ことから，これらの組合

への調査から地区委員が有効に機能するための条件や構

成員の意識向上策を明らかにしていくことが今後の研究

課題である。 
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表－３. 地区委員制度に関する課題 

Table.3 Issues Related to the District Committee Member 

System 

資料：地区委員・地域組織アンケート調査結果（2019 年）

より作成。 

地域区分 回答数

組合員の

森林への

関心の

薄れ

担い手の

不在

組織の

形骸化

集落内の

コミュニ

ケーション

不足

全国 173 90% 87% 42% 32%

関東 27 93% 96% 33% 19%

栃木県 10 90% 90% 30% 10%

群馬県 10 90% 100% 40% 30%


